
社会人や企業等のニーズに応じた実践的・専門的なプログラムを「職業実践力
育成プログラム」として文部科学大臣が認定

【目的】

・社会人や企業等のニーズに応じた魅力的なプログラムの提供の促進

・プログラムの受講を通じた社会人の職業に必要な能力の修得の促進

【認定要件】

○ 大学、大学院、短期大学及び高等専門学校における正規課程及び履修証明プ
ログラム

○ 総授業時数の一定以上を以下のいくつかの教育方法による授業で占めている

①実務家教員や実務家による授業 ②双方向若しくは多方向に行われる討論

③実地での体験活動 ④企業等と連携した授業

○ 修得可能な能力を具体的かつ明確に設定し、公表

○ 受講者の成績評価を実施

○ 自己点検・評価を実施し、結果を公表

○ 課程の編成及び自己点検・評価において、組織的に関連分野の企業等の意見
を取り入れる仕組みを構築

○ 週末開講等、社会人が受けやすい工夫の整備

「職業実践力育成プログラム」認定制度について（概要）

１．社会に出た後も、誰もが「学び続け」、夢と志のために挑戦できる社会へ

（社会人の多様なニーズに対応する教育プログラムの充実）

○ 大学、専修学校等は、社会人が職業に必要な能力や知識を高める機会を拡大するため、社会
人向けのコースの設定等により、社会人や企業のニーズに応じた実践的・専門的な教育プログ
ラムの提供を推進する。国は、こうした取組を支援、促進するとともに、大学等における実践
的・専門的なプログラムを認定し、奨励する仕組みを構築する。

平成２７年３月 教育再生実行会議提言（第６次提言）
「「学び続ける」社会、全員参加型社会、地方創生を実現する教育の在り方について」

上記要件を満たす実践的・専門的なプログラムを文部科学大臣が認定す
ることにより､①社会人の学び直す選択肢の可視化､②大学等におけるプロ
グラムの魅力向上､③企業等の理解増進､を図り､社会人学び直しを推進

「大学等における社会人の実践的・専門的な学び直しプログラムに関する検討会」
における検討（平成27年3月に設置、4回の会議を開催）
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「 」大学等における社会人の実践的・専門的な学び直しプログラムに関する検討会

について

平成２７年３月５日

高等教育局 長決定

１．趣旨

教育再生実行会議において、社会人が職業に必要な能力や知識を高める

機会を拡大するため、国は、大学等が提供する社会人や企業のニーズに応

じた実践的・専門的な教育プログラムを認定し、奨励する仕組みを構築す

べきとの提言（第６次提言（平成２７年３月４日 ）がなされた。これを）

踏まえ、社会人の学び直しに資する実践的・専門的な教育プログラムの内

容など仕組みを構築するに当たり必要な事項等について、検討を行う。

２．検討事項

（１）社会人の学び直しに資する実践的・専門的な教育プログラムの内容

について

（２）その他、仕組みを構築するに当たり必要な事項等について

３．構成員

（１）検討会は、別紙の者により構成するものとする。

（２）検討会には、必要に応じて、構成員以外の者を参画させることがで

きるものとする。

４．実施期間

平成２７年３月５日から平成２８年３月３１日までとする。

５．その他

この検討会に関する庶務は、関係局課の協力を得つつ高等教育局専門教

育課において処理する。
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